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令和３年第３回長与町議会定例会 

議事日程（第４号） 

 

令和３年９月２２日（水） 

午前９時３０分 開議 

日程 議案番号 件        名 備考 

１ ４５ 押印及び署名の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例 ※総務 

２ ４６ 長与町開発行為に関する条例 ※産業 

３ ４７ 令和３年度長与町一般会計補正予算（第６号） 
※総務 
※産業 

４ ４８ 令和３年度長与町駐車場事業特別会計補正予算(第１号) ※総務 

５ ４９ 令和３年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） ※総務 

６ ５０ 令和３年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） ※総務 

７ ５１ 令和３年度長与町介護保険特別会計補正予算（第２号） ※総務 

８ ５２ 令和３年度長与町水道事業会計補正予算（第１号） ※産業 

９ ５３ 令和３年度長与町下水道事業会計補正予算（第１号） ※産業 

１０ ５４ 令和２年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について 
※総務 
※産業 

１１ ５５ 
令和２年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につい
て 

※総務 

１２ ５６ 
令和２年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ
いて 

※総務 

１３ ５７ 
令和２年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて 

※総務 

１４ ５８ 令和２年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について ※総務 

１５ ５９ 
令和２年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 
※産業 

１６ ６０ 令和２年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定について ※産業 

１７ ６１ 令和２年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定について ※産業 

１８ ６２ 町道路線の認定について ※産業 

１９ ６５ 令和３年度長与町一般会計補正予算（第７号）  

２０ 発委３ 
コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求め

る意見書 

 

 

 

 

 



日程 議案番号 件        名 備 考 

２１ ― 議員派遣の件  

２２ ― 委員会の閉会中の継続審査・継続調査申し出  

２３ ― 会議録署名議員の追加指名  

※付託された委員会 



○議長（山口憲一郎議員） 

皆さんおはようございます。委員会審査、大変お疲れさまでした。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

日程第１、議案第４５号押印及び署名の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を

議題とします。ただいま議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

総務厚生常任委員長。 

○９番（金子恵議員） 

それでは報告いたします。審査日は９月１０日。安部委員、金子以外全員出席の下、

説明員として関係所管管理職、その他関係職員の出席の下、議案第４５号押印及び署名

の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の審査を行いました。提案理由として、町

民等の行政手続に係る負担の軽減及び利便性の向上を図るとともに、将来的な行政デジ

タル化を見据えた体制整備に当たり、押印などの廃止については不可欠であることから、

全庁の手続きを対象とした押印廃止などが主なもの、以上の説明がありました。主な質

疑として、質疑、押印廃止を行わず、押印が存続するものにはどのようなものがあるか。

保証人、連帯保証人に関わるものや、医師や医療機関、相続人、委任行為、金融機関に

よる押印は残るとの答弁でした。次に、今まで押印を求めていたもので本人確認の方法

は考えているかの質疑に対し、現在でも窓口ではマイナンバーや運転免許証で本人確認

を行っているという答弁でした。 

慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第４５号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１、議案第４５号押印及び署名の見直しに伴う関係条例の整備に関す

る条例を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第２、議案第４６号長与町開発行為に関する条例を議題とします。 

ただいま議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

産業文教常任委員長。 

○１２番（河野龍二議員） 

それでは、産業文教常任委員会に付託された議案の審査結果について報告いたします。



審査日は令和３年９月１０日から１５日、委員全員出席の下、関係管理職並びに職員を

招き審査を行いました。まずは議案第４６号長与町開発行為に関する条例についての審

査結果について報告いたします。提案理由の主な内容は、町内の開発行為は、長与町土

地開発に関する条例及び長与町開発行為等指導要綱で指導等を行っているが、協議が整

ったあとの手続きの定めが無いなど不十分であったことから、実務上の手続きの整理を

図り、手続要件を明確にした条例を整備するもの。附則では、令和４年１月１日から施

行し、本条例の施行に伴い長与町土地開発に関する条例は廃止する。以上のような説明

を受け、審査を行いました。主な質疑では、質疑、第４条の町長との協議で「その他規

則で定める行為」とあるが、その他規則とはどの行為を想定しているのかに対し、答弁

では、現行条例にある適用範囲第３条２号から５号について施行規則で定めている。質

疑、今まで以上の制限があるのかに対し、答弁では、新たな制限の追加や制限のレベル

を上げることは考えていない。質疑、目的に自然環境の保護と明文化されているが、メ

ガソーラーのような山間部の開発なども想定しているのかに対し、答弁では、太陽光発

電の設置だけでは開発行為に当たらない、山林を基盤整備するなどして土地の形状を変

更するような行為であれば開発行為に当たる。質疑、同様の条例について、他の自治体

では開発許可条例となっている所もある。開発許可としない理由があるのかに対し、答

弁では、許可は行政処分となる、本町には許可の権限が無いため許可の文言は使えない。 

慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。以上報告いたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第４６号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２、議案第４６号長与町開発行為に関する条例を採決します。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第３、議案第４７号令和３年度長与町一般会計補正予算（第６号）を議題としま

す。ただいま議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

総務厚生常任委員長。 

○９番（金子恵議員） 

それでは議案第４７号について報告をいたします。議案第４７号令和３年度長与町一

般会計補正予算（第６号）の提案理由として、歳入の主なものは普通交付税の令和３年



度の額の確定による増額。歳出の主なものは水道局３階の空調機修繕費や、介護する家

族がコロナに感染し要介護者が濃厚接触者となって自宅に取り残された場合の緊急ショ

ートステイ事業補助金など。地方債補正では臨時財政対策債の発行可能額の確定により

起債限度額の増額をした。以上の説明がありました。主な質疑として、総務部では、水

道局の３階の管理は水道局ではないのかという質疑に対し、水道局建物の２階部分は水

道局が管理しているが、３階は通常役場が使用しているので費用負担などについては按

分しているとの答弁でした。健康保険部につきましては、緊急ショートステイは国の統

一した基準に基づくものか。何名を想定しているのかという質疑に対し、新型コロナウ

イルス感染症の町独自の対策である。５名分を計上しているとの答弁でした。また、こ

のような事例はあったのかという質疑に対し、２件ほど直前までいったが、受け入れま

では行っていないという答弁でした。 

以上、慎重に審査した結果、全会一致で可決するべきものと決しました。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これから総務厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

続けて報告を求めます。 

産業文教常任委員長。 

○１２番（河野龍二議員） 

それでは議案第４７号令和３年度長与町一般会計補正予算（第６号）の産業文教常任

委員会所管分についての報告をいたします。提案理由、主な内容については、建設産業

部産業振興課では、令和３年度県営事業で行われている藤の棟地区溜池耐震補強工事の

事業費が増額されたため町負担分を増額補正するもの。土木管理課では、地方債補正で

急傾斜地管理事業の起債限度額を１,０００万円追加し、歳入の町債、土木債に同額を

追加。歳出の急傾斜地管理費で同額を一般財源から地方債へ財源組替。空き家対策費で、

平成２９年度に空家等実態把握調査を行ったが、４年経過しており再度空家の状況など

を把握するための調査委託料を計上するもの。以上のような説明を受け、審査を行いま

した。主な質疑では、産業振興課では、質疑、藤の棟溜池耐震補強工事が増額になった

理由はに対し、答弁では、溜池には溢れる水を逃すための洪水吐けがあるが、この洪水

吐けのひび割れ補修の延長について当初２０メートルで想定したが１４０メートルに延

び、工事費用が増額となった。土木管理課では、質疑、急傾斜地管理事業とはどのよう

な事業かに対し、答弁では、整備済みの急傾斜地の維持工事で、新たに急傾斜地を整備

するものではない。質疑、空き家対策費の調査は入札で業者を選定するのか。それとも

以前調査した業者を使うのか。また調査期間、スケジュールはに対し、入札を行う。空

家等対策計画を１月には作成したいので、予算が通り次第、業者選定し調査を行いたい。 

慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。以上報告いたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 



これから産業文教常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第４７号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第３、議案第４７号令和３年度長与町一般会計補正予算（第６号）を採

決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第４、議案第４８号令和３年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）か

ら、日程第７、議案第５１号令和３年度長与町介護保険特別会計補正予算（第２号）ま

での４件を一括議題とします。 

ただいま一括議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

総務厚生常任委員長。 

○９番（金子恵議員） 

それでは総務厚生常任委員会に付託されました議案第４８号から５１号までの報告を

行います。議案第４８号令和３年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）につ

きまして、主な内容として、歳入歳出それぞれ１５２万２,０００円を追加するもの。

歳入は繰越金を計上。歳出では、備品購入費８１万円は料金計算タイムレジの老朽化に

より新たに購入するためのもの。また、一般会計へ７１万３,０００円を繰り出すとい

うものでした。主な質疑として、昨年決算ではタイムレジはリース契約になっていたが、

購入することになった理由は何かとの質疑に対し、リースの場合で５年、年額１７万３,

０００円、総額８６万円ほどになることから比較した結果、購入することにしたという

答弁でした。次に、今後の保守点検はどうなるのか、見通しはどうかの質疑に対し、保

守点検５年分がパックになっており、その分で対応するとの答弁でした。自動で徴収す

るシステムがあるが、人件費が主であることから、今後、研究検討が必要ではないかの

質疑に対し、今後の運営については収支を含め検討している。老人福祉センターが建て

替え時期ということもあり、今後検討するとの答弁でした。以上、慎重に審査した結果、

全会一致で可決すべきものと決しました。 

次に議案第４９号令和３年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て報告を申し上げます。提案理由として、歳入歳出それぞれ１億８６９万５,０００円

を追加するもの。歳入は６款１項１目繰越金の額が確定したため１億８６９万５,００

０円を計上。歳出は収支の調整として同額を８款１項１目予備費に計上している。以上

の説明がありました。特記すべき質疑はありませんでしたが、慎重に審査した結果、全



会一致で可決すべきものと決しました。 

次に議案第５０号令和３年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて報告いたします。提案理由として、歳入は決算に伴う繰越額が確定したため４款１

項１目繰越金に９３万５,０００円を増額計上。歳出は２款１項１目後期高齢者医療広

域連合給付金、令和２年度の繰越金のうち、出納整理期間に収納した保険料納付金とし

て後期高齢者医療広域連合に納付するもので、同額を計上した。以上の説明がありまし

た。こちらも、特記すべき質疑はありませんでしたが、慎重に審査した結果、全会一致

で可決すべきものと決しました。 

次に議案第５１号令和３年度長与町介護保険特別会計補正予算（第２号）について報

告いたします。提案理由として、今回の補正は、保険事業勘定では歳入歳出それぞれ１

億９,７６７万５,０００円を追加し、補正後の総額を３１億２０３万９,０００円とし、

介護サービス事業勘定では歳入歳出それぞれ４５万３,０００円を追加し、補正後の総

額を３,１５９万円とするものとの説明がありました。こちらも、特記すべき質疑はあ

りませんでしたが、慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

以上報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第４８号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第４９号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５０号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５１号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第４８号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第４、議案第４８号令和３年度長与町駐車場事業特別会計補正予算(第

１号)を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第４９号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 



次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第５、議案第４９号令和３年度長与町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第５０号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第６、議案第５０号令和３年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第５１号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第７、議案第５１号令和３年度長与町介護保険特別会計補正予算（第２

号）を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第８、議案第５２号令和３年度長与町水道事業会計補正予算（第１号）、日程第

９、議案第５３号令和３年度長与町下水道事業会計補正予算（第１号）の２件を一括議

題とします。ただいま一括議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

産業文教常任委員長。 

○１２番（河野龍二議員） 

それでは議案第５２号令和３年度長与町水道事業会計補正予算（第１号）の審査につ

いて報告いたします。提案理由、主な内容については、収益的収入及び支出では、機構

改革に伴う負担金の増額による水道事業収益の増額５３３万９,０００円、人事異動に

伴う職員給与の減額による水道事業費用の減額４５４万６,０００円。資本的収入及び

支出では、固定資産の処分に伴う国庫補助金返還金の増額による資本的支出の増額４万

１,０００円、議会の議決を経なければ流用することができない経費では、人事異動に



伴う職員給与費の減額４５４万６,０００円、以上の説明を受けました。主な質疑では、

質疑、負担金の増額の内容はに対し、答弁では、水道課と下水道課の統合により課長職

が１名になり、給与を折半するため受け入れ負担金が増額した。慎重に審査した結果、

全会一致で可決すべきものと決しました。 

続きまして議案第５３号令和３年度長与町下水道事業会計補正予算（第１号）の件の

審査結果を報告いたします。提案理由、主な内容では、収益的収入及び支出では、機構

改革に伴う負担金の増額及び人事異動に伴う職員給与の減額による下水道事業費用の減

額９９１万４,０００円。資本的収入及び支出では、人事異動に伴う職員給与費の増額

による資本的支出の増額７４４万７,０００円。議会の議決を経なければ流用すること

ができない経費では、人事異動に伴う職員給与費の減額７８０万６,０００円、以上の

説明を受けました。特記すべき質疑はなく、慎重に審査した結果、全会一致で可決すべ

きものと決しました。以上報告いたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第５２号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５３号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第５２号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第８、議案第５２号令和３年度長与町水道事業会計補正予算（第１号）

を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第５３号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第９、議案第５３号令和３年度長与町下水道事業会計補正予算（第１

号）を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 



したがって本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１０、議案第５４号令和２年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定についてを

議題とします。ただいま議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

総務厚生常任委員長。 

○９番（金子恵議員） 

それでは議案第５４号令和２年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について、総務

厚生常任委員会に付託されました部分の報告を行います。提案理由として令和２年度歳

入歳出の決算状況は、歳入は約１９２億円で４１.２％の増加、歳出は約１８１億円で

４２.３％増加し、歳入が歳出を上回ったことから歳入歳出差引残高は約１１億円。地

方債残高は約１億６,０００万円減少した。歳出増加の主な要因は新型コロナウイルス

感染症対策などによるものであるなど、所管ごとに事項別明細書において詳しく説明を

受けました。主な質疑として、企画財政部においては、質疑、減収補填債、法人事業税

交付金が新たに設定された理由は何かの質疑に対し、減収補填債とは地方税の収入が標

準税収入額を下回る場合、その減収を補うために発行が許可される特例の地方債。法人

事業税交付金は新たな交付金で、令和元年１０月１日から適用される税制改革等に絡み、

県税である法人事業税の７.７％分を市町村に交付する制度に変わったことに伴い交付

されたものであるとの答弁でした。減債基金積立金は高田南土地区画整理事業等での今

後の負担などに対応するためということだが、どの程度まで積み立てる予定かとの質疑

に対し、高田南土地区画整理事業だけではなく、新図書館、公共施設の整備更新など、

起債という形での整備が想定されていることから積み立てた。明確な目標値を設定した

ものではないとの答弁でした。質疑、予備費は想定しなかったものに対して支出するも

のだが、各課から申請が来たときに財政担当課としての基準はあるのか。答弁、緊急を

要するものであることが大前提であり、必要不可欠であるもの、理解できる内容である

こと。また金額などについても精査し、充用している。次に、クラウドソーシングセミ

ナー開催は実際の活用に繋がったのかの質疑に対し、実施後のアンケートでは実際に取

り組みたいと答えた人が９割、１か月後の調査では実際に取り組んだという人が６割い

たとの答弁でした。次に水道事業会計補助金は新型ウイルス感染対策ということだが内

容は何かの質疑に対し、水道、下水道の使用開始、廃止の手続きを窓口で行っているが、

対面の機会を減らし利便性を高めるため、パソコンやスマートフォンから手続きができ

るようシステムの改修を行ったとの答弁でした。次に徴収するに当たりコロナ禍である

ことから影響というのがあると思うがどうかの質疑に対し、状況を確認し、分割納付、

一括納付などの交渉をする。一時的に厳しい人については納税の緩和措置を講じた上で

徴収を行っているとの答弁でした。固定資産管理システムの具体的な内容は何かの質疑

に対し、今回導入した固定資産管理システムは、地籍図の管理に加えて路線価図等もデ

ータとして重ねられるような設定をしている。また、土地の評価をする際に画地計算法

の計測結果、評価の情報なども保存ができるシステムを導入したという答弁でした。次



に総務部に関しましては、質疑、産業医への依頼内容はどのようなものかに対し、職場

の環境整備のため各課を回り、確認、アドバイスを受けている。そのほか長時間勤務、

長期休暇の職員や希望者には個別に面談を実施している。また、会議に出席をしてもら

うなどの役割を担っているとの答弁でした。産業医によるコロナ対応への助言はあった

のかの質疑に対し、窓口業務におけるパーテーションの設置の確認、業務の取り組みに

ついて助言をもらったとの答弁でした。次に質疑として、長与駅コミュニティホールの

使用制限はあるのかに対し、営利目的、宗教目的、政治目的で使用する場合は断ってい

るとの答弁でした。次に危機管理専門員の業務内容は何かの質疑に対し、消費生活相談、

行政対象暴力、不当要求行為に対する対応及び指導、助言を行っている。また、各種団

体から要請を受け消費生活の出前講座なども実施しているとの答弁でした。次に質疑と

して、洪水ハザードマップを確認すると危険な避難所があるがどのように考えているの

かの質疑に対し、浸水想定区域の中に入る避難所がある。今後、災害の規模や種類に応

じて避難所の開設については考えている。また、国の方からも分散避難という考え方が

重要視されている。垂直避難や親戚、友人宅に避難する縁故避難など様々な形がある。

今後、周知を図っていきたいとの答弁でした。続きまして住民福祉部に関しましては、

質疑、何年か前に「コンポスト跡地のモニタリングをしているがメタンガスもそろそろ

収まる」という話であった。まだ終息が見通せない状況なのかに対し、当時は換気をす

ればメタンガスが抜けるものと考えていたと思う。今でも抜いてはいるが、中で嫌気性

菌によりメタンガスが出ているものと考えている。これがいつ終息するか見通せない状

況であり、今後も管理していくとの答弁でした。し尿処理委託料の内訳は何かの質疑に

対し、人件費がおおよそ３,２００万円、車両の修理代、燃料費などが４５０万円、消

耗品費が５０万円、その他諸経費が掛かっているとの答弁でした。次に行旅病人死亡人

取扱費負担金の内容は何かの質疑に対し、行旅死亡人１名が発見され警察から通報を受

けた。その後、町で火葬、埋葬した。費用については取扱法に基づき県に請求したとい

う答弁でした。次に民生委員児童委員協議会運営補助金が昨年と比較すると２分の１以

下になっている。活動実態を把握しての金額になっているのかの質疑に対し、コロナ禍

で思ったような活動が十分にできない状況だった。研修等は開催できず、事業費が十分

に使えなかった状況を踏まえ、実績に応じて補助を減額したとの答弁でした。次に児童

虐待の状況はどうなっているのかの質疑に対し、欠席などは連絡が学校からある。また、

気になる家庭はこども政策課に訪問して欲しいという依頼がある。ほか、傷痕がある場

合、保育園などから連絡があり、こども政策課の方で対応するという場合もある。それ

ぞれのケースによって対応しているとの答弁でした。次に保育園運営費補助金の補助基

準はあるのかの質疑に対し、園の定員数と子どもの年齢によって公定価格が定められて

いて、それにより補助金の金額が変わってくるとの答弁でした。次に健康保険部におき

ましては、質疑、コロナ禍の中、後期高齢者健康診査は行われたのかに対し、通常どお

り実施した。集団検診については密を回避するため１回の人数を減らし行ったとの答弁



でした。次に町と保健所の役割分担はどうなっているのかの質疑に対し、陽性者が出た

場合は保健所が一括管理をしている。町にはどういう状況か、いつから症状が出たか、

濃厚接触者が何人いるかなど個人情報以外の情報が入ってくるとの答弁でした。会計課

につきましては特記すべき質疑はありませんでした。次に議会事務局に関しましては、

会議録作成の流れはどうなっているのかの質疑に対し、音声をインターネットのシステ

ムに繋げ、その後戻ってきたものを第１段階でパートに作成してもらい、その後職員で

修正を３回程度行い会議録が作成される流れになっているとの答弁でした。以上、慎重

に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。以上報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これから総務厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

続けて報告を求めます。 

産業文教常任委員長。 

○１２番（河野龍二議員） 

それでは議案第５４号令和２年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について、産業

文教常任委員会所管分についての審査結果の報告を行います。提案理由、主な内容では、

建設産業部産業振興課では農業振興費に７,８６３万７,６４６円。商工振興費に５億７,

９３４万９,３４９円。キャッシュレスポイント還元事業や営業時間短縮協力金、プレ

ミアム商品券の発行などへの支出。土木管理課では町道維持補修工事費に１億２,５２

１万１,８９７円、公園整備工事費に７,０６３万７,０００円、町営住宅補修工事費２,

５４７万５００円などの支出。都市計画課では高田南土地区画整理事業特別会計への繰

出金４億２,２０８万６,４１１円。街路事業費では委託料、工事請負費、補償、補填及

び賠償費なども含め３億１,８１３万９３７円などの支出。教育委員会では小学校費工

事請負費では北小学校校舎外壁改修工事のほか、情報通信ネットワーク整備工事費など

に１億６,１５０万２,５４０円。備品購入費ではタブレット購入費用などに１億２,３

４４万４,１５０円。中学校費工事請負費では情報通信ネットワーク整備工事費などに

４,５１１万５,７３０円。備品購入費ではタブレット購入費用などに５,９３２万４,４

９６円などの支出。生涯学習課では電子図書館システム使用料など図書館費５,８２６

万２,００８円、長与三彩窯跡関連の宅地及び山林４,７１０.２３平方メートルの用地

購入費２,５００万円などの支出。農業委員会では農業委員報酬３１８万１,０００円、

農地利用最適化推進委員報酬２０１万６,０００円などの支出、以上のような説明が行

われ質疑を行いました。主な質疑では、建設産業部産業振興課では、質疑、ふるさと納

税サイトの利用料が増額しているが内訳はに対し、答弁では２か所のサイトの利用で楽

天が３２５万８,９３１円、ふるさとチョイスが３４３万２,８１７円となっている。質

疑、キャッシュレスポイント事業は８,０００万円の予算だったが増額した理由はに対

し、答弁では２月５日の時点で予算を超えたが途中での停止ができず、事業継続支援金



の執行残から９,４３０万円を流用した。質疑、流用できる財源があったから良かった

が、支出に際限が無い契約は問題があるのではないかに対し、答弁では、委託業者とも

調査を行っての契約だったが計算が甘かった。今後契約する場合があれば、自治体の意

見も取り入れられるような改善を求めていきたい。土木管理課では、質疑、都市計画施

設災害復旧費の繰越明許費は年度内に発注できたのかに対し、答弁では、発注できた、

完成していないので繰り越しとした。質疑、前払い費用などの発生はしないのかに対し、

答弁では、請負業者と協議して完成後の支払いとしている。都市計画課では、質疑、都

市再生整備事後評価業務の資料は閲覧できるのかに対し、ホームページ上に議案と議事

録を掲載している。質疑、都市計画道路西高田線の完成年度はに対し、令和８年度を完

成年度としている。質疑、令和８年度までに完成できるのかに対し、現在は計画どおり

進んでいる。質疑、進捗状況はに対し、事業ベースで７６％、道路の整備は４８％とな

っている。教育委員会教育総務課、学校教育課では、ふるさと応援寄附金で町長おまか

せコースの寄付金を改修事業費に充てているが教育委員会で要望したのかに対し、財政

課で調整して事業に充てている。質疑、弁償金の具体的な内容はに対し、町内小学校の

事件に対し町が支払った損害賠償金の求償権を求め、本人と合意し債務を負担するよう

になった。賠償金はいくらかに対し、損害賠償金１,３００万円のうち５００万円が保

険で支払われたので８００万円となっている。質疑、小学校管理費と学校給食費で予備

費が使われているが何に使われているのかに対し、小学校管理費では台風１０号で倒木

があり災害対応のために充用。学校給食費ではコロナ対策で衛生管理に必要になったた

め充用した。生涯学習課では、質疑、電子図書の利用はに対し、答弁では登録者数８５

７人、貸し出し冊数２,６１２点、１日平均２０点の貸し出し実績。質疑、長与三彩窯

跡用地の発掘計画はに対し、令和３年度１０月から１１月に居宅以外の宅地の発掘を行

い、居宅部分は解体後行う予定。農業委員会では、農地利用状況調査員の３４名の内訳

はに対し、農業委員１２名、農地利用最適化推進員８名、地域の農業者１４名。質疑、

農業委員のなり手不足など問題はないのかに対し、令和２年度の改選時には定数不足な

く決定している。地域で協議をしてもらい現状は定数をクリアしている。質疑、選考に

は地域の定数が決まっているのかに対し、定数は決まってないが農地面積が大きい地域

から複数選考されている。 

慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。以上報告いたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これから産業文教常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第５４号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

河野議員。 

○１２番（河野龍二議員） 



委員会報告では全会一致で認定すべきものと決したというふうに報告いたしましたが、

委員長である私は委員会での採決権に加われないので、この場で反対討論をしたいと思

います。令和２年度はコロナ感染防止対策で２００億円近い費用が支出されております。

コロナ禍の下で生活支援や営業支援などの対策が迅速に取られ、そこは評価したいとい

うふうに思います。一方で、税や、また町の財源の公平な支出の観点から決算状況を見

ますと承認できない内容もあり、反対討論を行います。初めに長与町工場等設置条例に

基づく奨励金の支出はイオンタウンへの奨励金ですが、本条例の内容は第２条第１号に、

「工場等、製造業、卸売業・小売業、教育・学習支援事業、医療、福祉又は町長が特に

認める事業」とあります。イオンタウンの経営形態は、イオンタウンが設置した店舗に

他の企業が賃貸契約を結び営業する形態で、明らかに不動産業の部類だと思います。条

例に該当するのは小売業の１店舗だけでありますが、奨励金は全体に対する費用で、明

らかに条例を拡大解釈しているというふうな点からも承認できないと思います。次にキ

ャッシュレスポイント事業ですが、当初の予算８,０００万円が決算では１億７,０００

万円を超える金額となっております。状況は委員長報告の内容のとおりですが、この事

業の目的はコロナ禍の下で生活支援、営業支援ですが、事業の恩恵を受けるには携帯電

話をスマートフォンに替える必要、PayPay の登録が必要など、誰もが簡単にできる内容

ではありませんでした。また事業所も対応する契約が必要など、全ての町民、町内業者

が恩恵を受けられた事業ではありません。また、追加費用は事業継続支援金の執行残を

活用したとのことですが、総額１億７,０００万円もの費用を掛けるなら、誰もが、ど

の事業所もが簡単に利用できる商品券を、プレミア分を下げてでも対応ができなかった

のか考えます。そういった意味ではこの点でも承認できない理由であります。次に土地

区画整理事業では、この間指摘してきましたが、一括施工による事業となってきました。

令和２年度執行率は事業費ベースで８７.９％、道路築造で５７.４％、宅地造成で５９.

６％ですが、工事が進んでいるから承認できるという内容ではありません。今後の町の

財政状況に大きな影響を与えることも指摘し反対といたします。さらに都市計画道路西

高田線も北陽台団地を含めた事業のため、事業認可から相当な年数が過ぎても進捗率が

進んでおりません。町道西高田線の拡幅工事だけであれば、これほどの費用や時間が掛

かる事業ではなかったと思います。以上のことを指摘し、反対討論といたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

私は、議案第５４号令和２年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛

成の立場から討論いたします。本町の令和２年度決算額は歳入１９１億８,４９０万円、

歳出１８１億２,４９３万円となり、ともに過去最高でした昨年度をさらに上回る過去

最高額となっておりますが、例年よりも増額となった分は全額国費による特別定額給付



金事業の約４１億円や、その他新型コロナ対応地方創生臨時交付金を中心とした国県か

らの交付金、補助金を活用しての新型コロナ関連の経済支援や感染症予防費であり、決

算余剰金も約９億３,９００万円となることから、財政運営は健全なものと判断いたし

ます。前年度よりも人件費が約１億３,０００万円増となっておりますが、非正規雇用

者にも期末手当等を支給するなどで同一労働同一賃金を実現するために、昨年度より導

入されました会計年度任用職員制度がその目的を一定達成していると言えると思います

し、その上で経常収支比率が令和元年度よりも改善されているということは、職員が効

率的で実効性のある職務遂行をしているとともに、給与、手当等は不足なく支給されて

いるものと考えます。委員会審査においては、新規事業、大型事業を中心に詳細に質疑

を行いましたが、先に述べました新型コロナ対応臨時交付金を主な財源としての電子図

書館整備、ＧＩＧＡスクール構想による全ての児童生徒へのタブレット配布、キャッシ

ュレスポイント還元事業など、デジタル変革がコロナ禍によって期せずして一気に進展

した１年と言え、それ自体は大枠では歓迎できるものと考えます。しかしながら、あま

りにも急激に社会が変容したためとは言え、事業の実施の方法や今後の対応については

十分に議論、検討がなされておらず、今後の見直しと改善が必要と思われるものもあり

ました。特にキャッシュレスポイント還元事業については、８,０００万円という当初

の予算の２倍を超える１億７,４００万円の決算額となっており、その理由が事業期間

半ばで当初の予算に達したにもかかわらず、事業者との契約上実施期間の途中で事業を

中断することができなかったものであるというのは、言わばどこまで事業費が膨れ上が

るか分からないままに事業を継続せざるを得なかったということであり、大半を流用や

コロナ対応交付金等を活用したとは言え、公金の使途として非常に危ういものであった

と言わざるを得ません。当該予算審査時にも反対意見のあった大型事業でもあり、今後

はこのような不確定要素のあるずさんな契約はあってはならないものと考えます。また、

全児童生徒へのタブレット配布については、配布が目的ではなく今後の活用こそが重要

でありますが、先日報道にありました東京都での学校配布のタブレットを使ったいじめ

による児童の自殺のような事例が二度と繰り返されないために、インターネットやＩＴ

機器が持つ危険性を教職員が十分に把握し指導するとともに、物理的にそのような使用

方法ができない万全な事前の対策を早急かつ徹底して行っていただきたいと思っており

ます。審査を行った様々な事業の一部にはこのように改善や対策を求めたい点はありま

すが、昨年度は未曽有の感染症拡大による社会の混乱と急激な変革の一年であり、審査

において使途の不明瞭なものや適法性に問題があると思われる部分や、不要な事業、正

当な理由のない予算の未執行は無いものと判断いたします。 

以上をもって承認に賛成といたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 



討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１０、議案第５４号令和２年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

日程第１１、議案第５５号令和２年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてから、日程第１４、議案第５８号令和２年度長与町介護保険特別会計歳入歳出

決算の認定についてまでの４件を一括議題とします。 

ただいま一括議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

総務厚生常任委員長。 

○９番（金子恵議員） 

それでは議案第５５号から５８号までの報告を行います。議案第５５号令和２年度長

与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について報告します。提案理由としまして

歳入総額８３４万７,６２８円、歳出総額６８２万３,９６２円、差引額１５２万３,６

６６円との説明がありました。主な質疑といたしまして、嬉里駐車場は半地下になって

いるが水没などの心配はないのかの質疑に対し、昭和５７年の水害のとき周辺は水没し

たが、同施設はポンプを設置していることで水没しなかった。ポンプの点検も行ってい

るとの答弁でした。また、本会計の総額は１,０００万円にもならないことや特別会計

であることから多少のコストも掛かる、一般会計に入れていくという検討はないのかの

質疑に対し、供用開始から４０年が経ち耐用年数も過ぎていることから、一般会計に入

れることも考えていくとの答弁でした。以上、慎重に審査した結果、全会一致で認定す

べきものと決しました。 

次に議案第５６号令和２年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て報告いたします。提案理由といたしまして、歳入は収入済合計額４１億１,０４３万

２７１円、前年度比１.４％の増額、不納欠損額１,３９８万８０６円、収入未済額は１

億３,４０５万７,３８０円。歳出におきましては支出済額合計４０億１７３万３,５１

４円。また歳入歳出差引額１億８６９万６,７５７円の全額を翌年度へ繰り越すことに

している。基金繰入に関しては、条例に従い繰り入れる場合はその後の補正予算で計上

する。以上の説明がありました。主な質疑といたしまして、新型コロナ感染症の影響で

収納率が減少すると予測していたが実際は増えている、何か要因があるのかの質疑に対

し、新型コロナウイルスの影響で収入が減った人に対しては減免制度が創設された。こ

れにより、収入が減った人には課税額そのものを減免するという制度があるため、該当

した人の収納率に対してはあまり影響が出ていない。課税額そのものが下がっているこ

とで収納率の減少には影響していないとの答弁でした。次に質疑といたしまして、高額



療養費の増額の要因は何かに対し、高齢者の比率が増えていることが影響していると考

えられるとの答弁でした。特定健診受診率が大幅に下がっている、他自治体と比べてど

うか。また受診率を上げるための方策は考えているのかの質疑に対し、令和２年末から

３年の当初にかけコロナウイルスの陽性者数が増えた。２月に行う予定だった集団検診

を中止するなど追い込み時期にそういうことができなかった。どの自治体も下がってい

る状況である。本年度においてはその状況が改善されれば一昨年並みになるのではない

かと思っている。状況を見極めながら対策を講じるが、現在様子を見ている状況である

との答弁でした。次に特定健康診査等事業費の決算額が１００万円ほど増加している理

由は何かの質疑に対し、特定保健指導においては実施率が安定しないという状況であり、

２年度においては安定した結果が出るよう、増員や勤務時間を長くするなどの会計年度

任用職員の体制強化を行ったことが増加の要因の一つと考えているとの答弁でした。次

に質疑といたしまして、財政調整基金の今後の見通しはどうかに対し、平成３０年度に

国保財政が都道府県化され、そのときに激変緩和措置が取られた。保険料が安い所はそ

の保険料を上げなくて済むように県から激変緩和措置の財源をもらっているため、３０

年度以降は余剰が出ているが、令和５年度でこの措置が終了する予定になっている。措

置がなければ単年度収支はマイナスの状況である。そこを見越した上で、３億円積み上

がっている状況から保険料を下げるのか。下げるならどの時点で下げるのか。それとも

５年度まで維持し、それ以降上げずにその財源積立分を充てていくのか内部で協議をし

ているとの答弁でした。慎重に審査した結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。 

次に議案第５７号令和２年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて報告いたします。提案理由といたしまして、歳入の主なものは収入済額５億４,７

０９万６,８７１円、前年度比６.６％増額、収入未済額は４９万４,５００円。歳出は

支出済額合計５億４,６１６万１,３７１円、前年度比６.６％増、以上の説明がありま

した。主な質疑として、徴収嘱託員を廃止した理由は何かに対し、平成２８年度に徴収

事務が一元化をされ収納推進課で徴収するようになったため、徴収嘱託員自体の必要性

が無くなったことが理由であるとの答弁でした。次に被保険者が増加しているが今後の

見込みはどうかの質疑に対し、今後も７５歳以上の人口が増えていく見込みになってい

る。それに合わせ財政の負担等も被保険者数に比例して増加していくものと考えている

との答弁でした。以上、慎重に審査した結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。 

次に議案第５８号令和２年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について報

告いたします。提案理由といたしまして、保険事業勘定の歳入では収入済額２９億８,

８３２万７９２円で、前年度比２.５％増。歳出では支出済額２７億８,５１５万８９２

円で、前年度比１.６％増。介護サービス事業勘定の歳入では収入済額２,５６５万５,

３６９円で、前年度比２０.４％減。歳出では支出済額２,５２０万１,１１３円で前年

度比１９.８％減、以上の説明がありました。主な質疑といたしまして、新型コロナウ

イルスで訪問型の介護サービスに影響はなかったかに対し、初めの頃は通所を控える人



が多かったが、ケアマネジャーが訪問型のサービスに切り替えたり、ショートステイを

入れるなどの対応を行った。現在は落ち着いているとの答弁でした。次に一般的な介護

予防でサロンなどの集まりに影響はなかったかの質疑に対し、いろいろな介護予防事業

が開催できない状況だったが、参加者に感染症予防や運動のリーフレット、脳トレの資

料などを郵送することで、自宅での介護予防も行っていただくような取り組みを行った

との答弁でした。慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第５５号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５６号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５７号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５８号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第５５号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１１、議案第５５号令和２年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてを採決します。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

これから議案第５６号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

堤議員。 

○１１番（堤理志議員） 

議案第５６号令和２年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

反対の立場から討論を行います。令和２年度の国保会計予算の討論で、国民健康保険は

経済的に弱い立場の人が多く加入していること、住民の保険料負担は既に限界を超えて

いることなどを述べた経緯があります。この制度の矛盾の大本には、国保財政への国の

支援が減らされ続けてきたことがありますが、少なくない自治体が一般会計から補填し

保険税の負担軽減を図っている中、本県の自治体ではそのような対応をほとんど取って



いないため、改善が進まないという面も否めません。決算の質疑によると、承認された

予算どおりに執行された結果ではありますが、予算審査で提起した問題が解消されてい

ないことと、国保の負担は依然として大きく、国民また町民はこの負担の大きさに苦し

んでいます。このことは滞納の状況からも見て取れます。世界に誇れる国民皆保険制度

を形骸化させないこと、矛盾したこうした制度を早期に改善する必要があるということ

を申し上げ、決算認定に反対をいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

次に賛成討論はありませんか。 

竹中議員。 

○１４番（竹中悟議員） 

私は、議案第５６号令和２年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて賛成の立場で討論いたします。令和２年当初から新型コロナウイルス感染が流行し、

１年半にわたりマスクの着用、手指消毒、３密回避と対策を取ってまいりました。今年

に入り、ワクチン接種が進み高齢者等の感染は一定落ち着いてきていますが、医療は逼

迫し、多くの方が自宅療養となるなど課題も残されています。この間、医療の在り方や

国民健康保険の大切さについて改めて考えさせられるところであります。市、町国保は

平成３０年度より長崎県が加わり財政面において安定化が図られており、単年度の急激

な医療費の伸びは県全体でカバーしていますので、すぐに財政を圧迫することはないと

考えます。令和２年度決算においては、国保税収入が８億４,２６６万４,３６６円、収

納率８５.１２％で、収納率は毎年向上しており安定した収入が図られています。歳出

においては、療養給付費が２４億６,５３２万９,０００円と昨年度より０.４％減少し

ていますが、一人当たりの給付費は増額しており、高額医療費についても３億３,０７

９万２,６４７円、昨年度より４.１％増加しています。コロナ禍の中での受診控えが多

少影響してるのではないかと推定されます。特定健診受診率においても低下が見られま

すので、早期発見、早期治療の重要性の観点から特定健診受診率の向上に取り組んでい

ただきたいと考えます。令和２年度はコロナに翻弄された１年でしたが、特定保健指導

でのテレビ電話の利用や新型コロナウイルス感染予防を意識した秋春のウォーキング大

会の開催、健康ポイント事業の継続等も工夫を行い実施されており、新しいやり方も芽

生え始めています。これからもさらなる事業展開に期待をして、賛成討論といたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１２、議案第５６号令和２年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は認定です。 



本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

これから議案第５７号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

堤議員。 

○１１番（堤理志議員） 

議案第５７号令和２年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に反対の

立場から討論を行います。後期高齢者医療制度は、住民が７５歳に到達したことをもっ

て従来の医療制度から切り離し、高齢者が増えるほど、医療費が増えるほど負担を増や

し続ける制度設計になっており、人道的にも、またこの制度そのものにも問題があると

いうことを予算の討論でも指摘をしてまいりました。実際に２年ごとの見直しのたびに

保険料の引き上げが続いております。日本医師会が編纂した「高齢者の身体と疾病の特

徴」という資料を見ますと、老齢期の特徴として予備力が低下、つまり病気にかかりや

すくなるということ。そして複数の病気や症状を持つこと、なおかつこうした疾患が治

りにくいことが示されておりました。国民を年齢で区分けし、負担する世代、負担を掛

ける世代と、心を分断するこうした制度の考え方は、世代間で支え合う精神に反する制

度であり、今日の社会を築いてこられた方々に失礼な制度であると考えます。こうした

制度の問題点を指摘し改善を求める立場から、本決算の認定に反対をいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

竹中議員。 

○１４番（竹中悟議員） 

私は、議案第５７号令和２年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて賛成の立場から討論いたします。今回の決算につきましては、歳入総額５億４,

７０９万６,８７１円に対し、支出総額は５億４,６１６万１,３７１円で、歳入歳出差

引残高９３万５,５００円でした。収納率につきましては９９.８８％で前年度より０.

０１％減少していますが、おおむね良好な状態です。平均被保険者数は前年度より１５

１名増加し５,２３５名で、給付額は５２億６,７６９万２,０００円、一人当たり１０

０万６,２４５円で、県平均よりも２万４,６５６円高い状態にあります。経年的には減

少傾向にありますが、これからの高齢者数の増加や医療の高度化等を考えますと、現在、

長崎県後期高齢者医療広域連合から受託している後期高齢者医療健康診査や高齢者の保

険事業と介護予防事業の一体化、健康ポイント事業への助成等の充実を図るとともに、

広域連合との連携強化が必要と考え、このことを付して賛成討論といたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

次に、反対討論はありませんか。 



次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１３、議案第５７号令和２年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

これから議案第５８号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１４、議案第５８号令和２年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定についてを採決します。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

場内の時計で１１時まで休憩いたします。 

（休憩 １０時４９分～１１時００分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

日程第１５、議案第５９号令和２年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第１７、議案第６１号令和２年度長与町下

水道事業剰余金の処分及び決算認定についてまでの３件を一括議題とします。 

ただいま一括議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

産業文教常任委員長。 

○１２番（河野龍二議員） 

それでは議案第５９号から議案第６１号までの産業文教常任委員会の審査結果の報告

をいたします。 

まず、議案第５９号令和２年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算認定について、提案理由、主な内容は、歳入では収入済額９億９,６２５万

２９９円、翌年度繰越事業費となる収入未済額は８億９７８万９,０００円。歳出では

支出済額９億８,９３５万１,２８６円、実質収支に関する調書では実質収支額６８９万

９,０００円。令和２年度事業の実績は本工事１０件、補償３件、測量試験１９件、そ

の他２件。年度末事業進捗状況は道路築造５７.４％、宅地造成５９.６％。以上の説明

を受け、また現地調査を行い、審査を行いました。主な質疑では、質疑、３工区の宅地



戸数はどれくらいかに対し、答弁では約９０戸が予定されている。質疑、道の尾公園の

切り出しがこれからだと思うが工事の騒音などの影響はないのかに対し、安全を配慮し

ながら施工を進めていく。質疑、これまで１４回ほど事業変更がされたが今後の変更は

ないのかに対し、現在内容を詰めているがあと１回はあると思う。質疑、進捗状況が微

増だが令和６年度末には１００％になるのかに対し、答弁では、今、基盤整備中心で進

捗が少ないが、６年度末には１００％近い形になると思う。 

慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

続きまして議案第６０号令和２年度長与町水道事業余剰金の処分及び決算認定につい

て、提案理由、主な内容では、収益的収入及び支出の収入では予算額７億８,７６６万

６,０００円に対し、決算額８億２,６３４万９,５９９円となり、３,８６８万３,５９

９円の増収は給水収益が主なもの。支出では７億６,０２８万３,０００円に対し、６億

５,８５３万８,８７５円となり、不用額１億１７４万４,１２５円は営業費用の執行残

が主なもの。資本的収入及び支出の収入では予算額１億５,３４５万円に対し、決算額

１億５,２９５万５,０００円となり、４９万５,０００円の減収は負担金の減。支出で

は３億６,７５５万３,０００円に対し、２億６,２９１万５,６２１円となり、不用額１

億４６３万７,３７９円は建設改良費の執行残が主なもの。当年度末未処分利益剰余金

１億４,８７５万７,８００円は、全額減債積立金に積み立てる、以上のような説明を受

け審査を行いました。質疑、資本的収入の支出での執行残の理由は何かに対し、答弁で

は、高田踏切拡幅工事で埋設工事を予定していたが、ＪＲとの協議が整わず事業の中止

や継続協議などで工事が行えず執行残となった。質疑、営業利益が前年度決算より大き

く増えた理由は何かに対し、令和元年度営業利益は極端に少なかった。また、令和２年

度はコロナの影響で家に居る時間が多くなり水使用量が増えたものと思う。質疑、平木

場地区の改良工事５件は一括発注できなかったのかに対し、一括発注もできないわけで

はないが、基本的には土木や電気、管敷設などの専門業者と契約し、早期完成を目指し

ている。質疑、当年度損益勘定留保資金の残額は幾らかに対し、６,８２７万７,４４９

円となっている。質疑、余剰金処分で減債基金への積み立てはなぜかに対し、償還期限

が近い起債があるので、減債積立金へ積み立てる。 

慎重に審査した結果、剰余金の処分について全会一致で可決すべきものと決し、決算

については全会一致で認定すべきものと決しました。 

続きまして議案第６１号令和２年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定につ

いて。提案理由、主な内容では、収益的収入及び支出の収入では予算額９億８,９８８

万円に対し、決算額１０億５,１１４万８,６６９円となり、６,１２６万８,６６９円の

増収は下水道使用料が主なもの。支出では９億５,６３２万９,０００円に対し、９億４,

３７１万２,８００円となり、営業費用と営業外費用の不用額が主なもの。資本的収入

及び支出の収入では予算額４億４,２５７万９,０００円に対し、決算額２億６,８８７

万７,１４５円となり、１億７,３７０万１,８５５円の減収は建設改良費の繰り越しに



よる国庫補助金の減額が主なもの。支出では６億８,０９８万円４,０００円に対し、４

億６,７９５万８,６２３円となり、不用額３８０万５,３７７円は建設改良費の執行残

が主なもの。当年度末未処分利益剰余金９,３３０万８,１９２円は、全額減債積立金に

積み立てる。以上の説明を受け質疑を行いました。主な質疑では、建設改良費の執行残

は入札によるものなのかに対し、答弁では、入札減による執行残となっている。質疑、

下水道事業の経営状況はどうかの質疑に対し、下水道会計は減価償却が多く、減価償却

は現金の支出がない経費なので営業利益では損失だが、経常収支も含め最終的には利益

となっているので問題はない。人口減少に伴い将来的には使用料も減ってはくると思う。

質疑、その他特別利益の５９０万９,６６０円の内容はに対し、退職手当負担金に係る

市町村総合事務組合から長崎市脱退に伴う精算金の受け入れによるもの。質疑、過年度

分損益勘定留保資金の残額は幾らかに対し、１３億９,７５２万９,８７０円となってい

る。質疑、当年度勘定留保資金はどれくらいかに対し、２億６,４３６万３,９６９円と

なっている。慎重に審査した結果、剰余金の処分については全会一致で可決すべきもの

と決し、決算については全会一致で認定すべきものと決しました。以上報告いたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第５９号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第６０号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第６１号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第５９号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

河野議員。 

○１２番（河野龍二議員） 

先程の委員長報告では全会一致と報告をいたしましたが、委員長である私は委員会で

の採決に加われないので、この場で採決に加わり反対討論を行います。一般会計の決算

でも反対し指摘しましたが、本事業は進んでいるからといって承認できるものではない

と考えます。事業認可、昭和５８年から本事業は３８年の年数が経過しても８９％の事

業費ベースであります。道路築造、また宅地造成は先程説明したとおりであります。総

事業費も約２７８億円と膨大な費用がつぎ込まれています。一括施工へと移行しました

が、果たしてその判断が正しかったのかも疑問となります。当然町はどんな財政状況に

なっても、この一括施工に掛かる費用を毎年負担しなければなりません。行政はその

時々の経済状況に応じ、住民環境においても緊急に財政支出をしなければならない出来

事が多々あると思います。住民の福祉の向上を目的とする行政は、様々な施策を検討し、



取り組む責任があります。今議会でも多数の一般質問が出されました。様々な要望が出

されました。全て住民の方が望む町への期待だと思いますが、予算の都合や財政がこの

ような事業への負担が優先され、住民が望む制度に応え切れない現状が今後も作り出さ

れていく、またこの事業がこうした要因になっているのではないかと考えます。この事

業に掛かった費用が住民生活向上に、また生活環境整備に使われるならば、町が望む幸

福度日本一と思える、そうした町に近づいていたのではないかと思います。今後も町の

財政を圧迫するこの事業には承認できないことから、反対討論といたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

竹中議員。 

○１４番（竹中悟議員） 

私は、議案第５９号令和２年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算の認定について賛成の立場で討論いたします。本事業は昭和５８年と先程言

われたんですが、５９年だと私は思います。５９年に都市計画を決定し、既に１４回の

事業変更があっており、また、総事業費は約３１６億円と膨れ上がり、事業開始してか

ら３５年が経過をしています。令和２年度進捗率では道路築造が５７.４％、宅地造成

が５９.６％とまだ４０％以上が完成に至っていません。また、長年にわたり仮住まい

をされていらっしゃる地権者及び関係各位の御苦労はいかばかりかと拝察をする次第で

あります。本事業は令和元年、町長の英断により民活を取り入れた一括施工の手法によ

り、令和６年に向けて予定どおり進捗をしていますが、当町での財源の基本となる債務

負担行為は既に可決されていますが、予定どおり完成を目指すため、国からの補助金が

重要な課題となります。令和２年度においては計画を上回る国費を確保できたことは評

価をしていますが、今後のコロナ禍において国が令和３年度以降に社会資本整備への予

算をどれだけ投資できるのか、大変危惧するところであります。予定されている補助金

確保のため一層の力を注いでいただき、計画年度どおり完成させることを要望し、賛成

討論といたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１５、議案第５９号令和２年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理

事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。したがって本案は原案のとおり認定されました。 



これから議案第６０号のうち、剰余金の処分について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１６、議案第６０号令和２年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算

認定についてのうち、剰余金の処分について採決します。 

剰余金の処分に対する委員長の報告は可決です。 

委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって本案のうち剰余金の処分については可決されました。 

次に議案第６０号のうち、決算認定について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１６、議案第６０号令和２年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算

認定についてのうち、決算認定について採決します。 

決算認定に対する委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって本案のうち、決算認定については認定されました。 

これから議案第６１号のうち、剰余金の処分について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１７、議案第６１号令和２年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決

算認定についてのうち、剰余金の処分について採決します。 

剰余金の処分に対する委員長の報告は可決です。 

委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案のうち、剰余金の処分については可決されました。 

次に議案第６１号のうち、決算認定について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１７、議案第６１号令和２年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決



算認定についてのうち、決算認定について採決します。 

決算認定に対する委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって本案のうち、決算認定については認定されました。 

日程第１８、議案第６２号町道路線の認定についてを議題とします。 

ただいま議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

産業文教常任委員長。 

○１２番（河野龍二議員） 

それでは議案第６２号町道路線の認定について、委員会の審査結果を報告いたします。

提案理由、主な内容は、路線番号９６９、路線名中通線、民間開発行為による宅地造成

に伴う公衆用道路の帰属による町道認定。延長８８.７メートル、幅員６メートルから

１４.２メートル、回転場の幅員は１０メートル、以上の説明があり現地調査を行い、

審査を行いました。質疑としては、開発後にどのような経緯で町道になるのかに対し、

開発前に事前協議があり、道路の設計などを協議して設計どおりに工事が行われれば、

町に帰属し、町道となる。町道への帰属が協議の中で成立しないと開発行為ができない

のかに対し、開発できないことはないが、開発側にとっても建築確認などの認定が困難

になるなど問題が生じるので、町道に帰属する方向で協議している。 

慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。以上報告いたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第６２号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１８、議案第６２号町道路線の認定についてを採決します。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１９、議案第６５号令和３年度長与町一般会計補正予算（第７号）を議題とし

ます。ただいま議題とした議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、議案第６５号令和３年度長与町一般会計補正予算（第７号）につきまして



提案理由を申し上げます。昨日９月２１日、長崎県におきまして新型コロナウイルス感

染症対策に関する補正予算が追加上程されたことを受け、本町におきましても迅速に対

応する必要があると判断したため、本議案を上程し、御審議をお願いするものでござい

ます。主な内容としましては、県独自の緊急事態宣言等の発令により、事業収入が一定

以上減少した中小事業者に対し、事業継続のための支援金を支給するものでございます。 

それでは予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳出それぞれ２,

７３０万円を追加し、補正後の総額を１４６億６,６４６万円とするものでございます。

補正の主な内容につきまして、２ページからの第１表歳入歳出予算補正により御説明を

申し上げます。まず歳入の１４款国庫支出金は、事業者支援分として限度額が示されま

した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を計上いたしております。１５

款県支出金では長崎県事業継続支援給付事業補助金を計上。１８款繰入金では、国庫支

出金の増額に伴う財源の組み替えにより財政調整基金への繰り戻しを行っております。

続いて３ページの歳出を御説明申し上げます。歳出の７款商工費に長与町事業継続支援

金に係る経費を計上しております。これは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

８月６日に県下全域へ発令された特別警戒警報及び緊急事態宣言に伴い、県下における

不要不急の外出、移動の自粛要請により直接の影響を受けた事業者や、県の営業時間短

縮要請等に協力をした県内飲食店及び遊興施設と直接または間接の取り引きがある事業

者の支援を目的としたものでございます。概要といたしましては、飲食店等営業時間短

縮要請協力金などの対象とならない事業者で、８月または９月の事業収入等が前年同月

もしくは前々年同月と比較して、２０％以上５０％未満減少した事業者に対して、一事

業者につき月額１０万円を上限とする支援金を支給するものでございます。以上が補正

予算の主な内容でございます。議案のあとに補正予算に関する説明書を添付しておりま

すので、御参照の上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

河野議員。 

○１２番（河野龍二議員） 

少し内容をお伺いしたいと思います。歳出で委託料が計上されております。これまで

も事業支援の部分で商工会などに委託をされてたと思うんですけども、今回も同じよう

に委託されるのか。委託しなかった支援金等もあると思うんで、今回は委託をされると

いうふうな予定なのか、そこを確認したいのと、あと、本補正予算が可決後、この事業

がいつから受け付けが開始できるものなのか、その点をお伺いしたいと思います。 

○議長（山口憲一郎議員） 

川内産業振興課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

今回、委託を考えております。あと、可決後の受け付けにつきましては１０月８日金



曜日からの受け付け開始を予定しております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

ほかに質疑ありませんか。 

八木議員。 

○１番（八木亮三議員） 

対象の事業者についてもう一度確認したいんですが、先日からの時短営業要請を受け

て時間を短縮していた飲食店、遊興施設は県から１日２万５,０００円協力金があって、

それを受け取っている所は入らないという御説明だったと思いますが、そうしますと、

先程おっしゃった警戒警報や緊急事態宣言の影響を直接受けたというのはどういう事業

者になるのか。例えば飲食店であっても、先日の協力金の対象にならなかった元々の営

業時間が８時までの店であるとか、その辺りは対象となるのか。また、いわゆる小売店

のような所でも売り上げが下がっていれば直接の影響を受けたということで申請ができ

るのか。もう１点、この１８節の金額からいくと、１０万円であれば２６０件になると

思うんですが、この件数の算出の根拠をお願いします。あと周知方法もお伺いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

川内産業振興課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

まず１点目、直接影響があるということにつきましては、対面顧客向けの事業を営ん

でいる所につきましては対象になります。議員がおっしゃいましたとおり、営業時間の

短縮に該当しない元々８時より前に営業時間が終わってしまう飲食店等も対象となるこ

とになっております。２点目、１８節の根拠でございますが、一か月当たり１０万円が

上限でございます。今回は８月、９月で一店舗最大２０万円になりますので１３０件を

想定しております。これにつきましては第３弾の事業継続支援金の数字から推定をさせ

ていただいております。それから周知方法につきましてですが、今回、予算で役務費、

通信運搬費を計上させていただいております。こちらの予算を使いまして、第３弾、今、

受け付けを行っております第４弾、こちらで申請をいただいた事業者につきましては、

全てに申請書、案内文書を送らせていただくようにしております。また、ホームページ、

広報等での周知も考えております。 

○議長（山口憲一郎議員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第６５号は、会議規則第３９条第３

項の規定により委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６５号は委員会付託を省略することに決定しました。 



これから議案第６５号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１９、議案第６５号令和３年度長与町一般会計補正予算（第７号）を

採決します。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第２０、発委第３号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を

求める意見書を議題とします。 

ただいま議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

岩永議会運営委員長。 

○委員（岩永政則委員） 

発委第３号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書

につきまして、提案理由の説明を申し上げます。御承知のとおり、新型コロナウイルス

感染症の拡大は、変異株の猛威に加わり、我が国の各方面に甚大な経済的、社会的影響

を及ぼしており、国民生活への不安が続いている中で、地方財政は来年度においても巨

額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面しております。このような状況において、

地域の実情に応じた行政サービスを持続的に提供していくためには、地方交付税等の一

般財源総額の確保、充実を強く国に求めていくことが必要であります。よって、地方自

治法第９９条の規定に基づき、国に対し、地方税財源の確保、充実を求める意見書を提

出するものであります。なお意見書案につきましては、お手元に配布のとおりでありま

すので朗読を省略させていただきます。御審議を賜りますようよろしくお願い申し上げ

まして提案理由といたします。終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

ただいま議題となっています発委第３号は、会議規則第３９条第２項の規定により委

員会付託を省略します。 

お諮りします。本案については、質疑、討論を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって発委第３号は、質疑、討論を省略することに決定しました。 

これから日程第２０、発委第３号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源

の充実を求める意見書を採決します。 

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

なお、本意見書の提出先については議長に一任を願います。 

日程第２１、議員派遣の件を議題とします。 

お諮りします。会議規則第１２９条の規定により、お手元に配布のとおり議員を派遣

したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、お手元に配布のとおり議員を派遣することに決定しました。 

日程第２２、委員会の閉会中の継続審査、継続調査申し出を議題とします。 

総務厚生常任委員長、議会運営委員長、議会広報広聴常任委員長から、目下委員会に

おいて審査、調査中の事件について、会議規則第７５条の規定により、お手元に配布の

とおり閉会中の継続審査、継続調査の申し出があります。 

お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査、継続調査とすること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査、継

続調査とすることに決定しました。 

日程第２３、会議録署名議員の追加指名を行います。本定例会初日に指名いたしまし

た会議録署名議員について、安部議員が会期を通して欠席となりましたので、７番内村

博法議員を追加して指名します。 

以上で、今期定例会に付議されました議案の審議は全部終了いたしました。 

お諮りします。会議規則第４５条の規定により、今期定例会において議決された案件

につきまして、字句、数字、その他軽微な整理を要するものがあった場合、その整理を

議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、これら整理を要するものにつきましては、議長に

委任することを決定いたしました。 

閉会に当たり町長から発言の申し出がありますので、許可します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。去る９月７日に開会をしていただ

きました令和３年第３回長与町議会定例会も本日閉会となりました。本定例会では、令

和２年度の各会計歳入歳出決算認定をはじめ、提案いたしました各議案につきまして、

本当に長い期間、慎重に御審議を賜り御決定をいただきました。心からお礼と感謝を申

し上げる次第でございます。また１１名の議員の皆様方から一般質問をいただき、町政

の発展の立場から御指摘等を賜りました。重ねて感謝申し上げる次第でございます。皆



様からの御指摘、御指導、御提案につきましては、真摯に取り組んでまいります。さて、

新型コロナウイルスによる感染者数は、町民の皆様の御協力もあり減少傾向で推移をし

ており、本町におきますコロナワクチン接種も順調に進んでいる状況でございます。引

き続き、感染症対策に万全を期するとともに、各種支援に取り組んでまいりたいと思っ

ております。議員各位におかれましても、御高配を賜りますよう心からお願いを申し上

げます。季節の変わり目でございます。議員の皆様方にはくれぐれも御自愛いただきま

すことを御祈念申し上げ、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。誠にあ

りがとうございました。 

○議長（山口憲一郎議員） 

これにて会議を閉じます。 

令和３年第３回長与町議会定例会を閉会します。皆様お疲れさまでした。 

（閉会 １１時４０分） 

 


